
（３５）芦屋川 

操業区域：次の点Ａ及びＢを結んだ線から上流の区域 

Ａ 芦屋川左岸河川敷（遊歩道）部下流端 

（北緯 34 度 43 分 7.3 秒、東経 135 度 18 分 18.5 秒） 

Ｂ 芦屋川右岸導流堤突端南東角（北緯 34 度 43 分 7.3 秒、東経 135 度 18 分 17.0 秒） 

（注）緯度経度は秒の単位を端数処理により小数第１位までとしているため参考値 

 

【参考】各点のグーグルマップ リンク（点Ａ、Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）赤線：操業区域下流端（点Ａ及びＢを結んだ線） 

(ア)下流端拡大図 

操業区域図 

https://goo.gl/maps/4g7pJNC1pKe9yB626
https://goo.gl/maps/2ct6M5S3a3rYDLTi7

